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第 1 章 総則 

 

第 1 条 本会は日本臨床検査専門医会と称する． 

   2     本会の英文名は Japanese Association of Clinical Laboratory Physicians と称する． 

第 2 条 本会の事務所は東京都千代田区神田平河町１番地 第 3 東ビル 908 号に置く． 

 

第 2 章 目的と事業 

 

第 3 条 本会は臨床検査に携わる医師の資質の向上とその育成および相互の発展を図り，臨床検査に関す

る正しい情報提供を介し，国民の健康の維持・増進を図ることを目的とする． 

第 4 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う． 

   2     総会，講演会，集会などの開催 

   3     会誌およびその他の刊行物の発行 

   4     高品質の臨床検査情報の提供 

   5     その他本会の目的達成に必要な事項 

 

第 3 章 会員 

 

第 5 条 本会の会員は正会員，有功会員，名誉会員，学生会員および賛助会員とする． 

   2     正会員は A 会員および B 会員とする．A 会員は認定臨床検査専門医で所定の手続きをした者．B

会員は付則 3 の条件を満たす医師で，資格審査委員会の議を経て，所定の手続きをした者．正会

員は議決権，選挙権，被選挙権を有する． 

   3     有功会員は満 70 歳を過ぎた正会員であり，本会に貢献（幹事 1 期以上，各種委員会委員経験者，

その他）をした者で幹事会が推薦し，総会で承認を得た者．有功会員は監事の被選挙権はあるが，

会長，副会長，幹事に就任することはできない．また総会の議決権は有する． 

   4     名誉会員は満 70 歳を過ぎた正会員で，本会に多大な貢献（会長，副会長，監事 1 期以上，幹事 2

期以上，春季大会長，その他）をした者で幹事会が推薦し，総会で承認を得た者．名誉会員は，

会長，副会長，幹事，監事に就任することはできない．また総会の議決権を有さない． 

   5     学生会員は医師の資格を有する学生で，所定の手続きをした者．学生会員は総会の議決権は有さ

ない． 

   6     賛助会員は本会の目的に賛同する者または団体．賛助会員は総会の議決権は有さない． 
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第 6 条 入会は所定の申し込み用紙に記入し会長あて事務局に提出する． 

第 7 条 退会は所定の用紙に記入し会長あて事務局に提出する． 

第 8 条 会員が本会の名誉を著しく傷つけた場合は幹事会の決議で退会させることができる． 

第 9 条 会員が 2 年以上引続き会費を滞納し，理由なくして督促に応じない場合は幹事会の決議で退会さ

せることができる． 

 

第 4 章 会計 

 

第 10 条 本会の経費は会費その他の収入をもってあてる． 

第 11 条 予算は会計年度開始前に予算収支書を作成し，総会の承認を得なければならない． 

第 12 条 決算は毎会計年度終了後，決算報告書を作成し，監事の監査を受け幹事会の承認を経た後，総会

において承認されなければならない． 

第 13 条 会費は年間，正会員は 10,000 円，有功会員は 5,000 円，学生会員は 5,000 円，賛助会員は 100,000 円

とする．名誉会員は会費を納めることを要しない． 

第 14 条 本会の会計年度は 1 月 1 日に始まり 12 月 31 日に終わるものとする． 

 

第 5 章 役員 

 

第 15 条 本会に次の役員を置く．但し役員は正会員を以て構成する． 

会長 1 名，副会長 2 名，常任幹事 若干名，幹事 若干名，監事 2 名 

第 16 条 会長は A 会員資格を持つ正会員を被選挙権者として，正会員の選挙により有効投票数の過半数を

以て選出し，幹事会の議を経て総会で承認する．但し過半数に達しない場合は，上位 2 者の決選

投票とする． 

第 17 条 会長は会務を総括する． 

第 18 条 会長の任期は 2 年とし，再任の場合は連続 2 期を限度とする． 

第 19 条 副会長は会長が選定し委嘱する．副会長の任期は 2 年とし再任の場合は連続 2 期を限度とする． 

   2     副会長は会長を補佐し，会長の事故あるとき，また欠けたときは会長の任期の範囲でその業を

代行する． 

第 20 条 幹事は会長が委嘱する．幹事は会長を補佐し，会務を分担する．幹事の任期は 4 年として，2 年

毎半数を交代し，連続再任を認めない． 

   2     常任幹事は庶務・会計担当幹事，各種委員会委員長などを以て構成する． 

第 21 条 監事は正会員の選挙により選出し，幹事会の議を経て総会で承認する．監事は民法第 59 条の会務

を行う．監事の任期は 2 年とし，再任の場合は連続 2 期を限度とする． 

第 22 条 第 4 条に定めた事業を行うために各種委員会を置くことができる． 

   2     委員長および委員は正会員の中から会長が委嘱する． 

   3     委員長の任期は 4 年とする．委員の任期は 2 年とし再任の場合は連続 2 期を限度とする． 

第 23 条 会長は任期満了に際して，あらかじめ選挙管理委員若干名を任命し，選挙管理委員会を組織する． 

   2     選挙管理委員会は会長ならびに監事の選挙に関する業務を管理する． 
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第 6 章 会議 

 

第 24 条 会議は総会，幹事会，常任幹事会，委員会などとする． 

第 25 条 総会は正会員，名誉会員，有功会員をもって組織し，総会議長は会長が行い年 1 回以上開く．総会

の議事は正会員および有功会員の 1/3 以上の出席を以て成立し，また，出席者の過半数の賛成で

決定される．だだし，代理人として表決を委任したものは出席者とみなす． 

なお，ファックスおよびメールによる委任状の送付を認めることとする． 

第 26 条 幹事会および常任幹事会は必要に応じて会長が召集し，これを開催する． 

 

第 7 章 補則 

 

第 27 条 本会則を改正するにあたっては幹事会の決議を経て総会の承認を得なければならない． 

第 28 条 本会則施行についての細則は幹事会の議決を経て別に定める． 

 

付  則 

 

 1．この会則は平成 22 年 6 月 5 日から施行する． 

 2．次期役員が選出されるまでの期間は現役員が業務を継続する． 

 3．B 会員は医師免許取得後 5 年を経過し，臨床検査に係わる業務に携わり，以下の条件 4 項の内，いず

れか 1 項を満たす者． 

   (1)日本臨床検査医学会会員であるか，専門医認定制協議会加盟学会の発行した認定医・専門医資格を

保有し，それを証明する資料を添付した医師． 

   (2)日本臨床検査医学会の認定する，臨床検査専門医資格を有さない臨床検査管理医． 

   (3)臨床検査医学に関する研究業績を有し，これを証明する資料を添付した医師． 

   (4)登録衛生検査所に所属する医師，もしくは指導監督医であり，これを証明する資料を添付した者． 

   (5)臨床検査に係わる業務に携わる医師． 

 

日本臨床検査専門医会細則 

総則 

本細則は日本臨床検査専門医会会則に基づく運用に際し，細部を規定するものとする。細則の変更・改訂

は幹事会が承認決定する。 

 

1．日本臨床検査専門医会会員細則 

（目的） 

第 1 条 この細則は，日本臨床検査専門医会第 3 章の会員に関し，会則で定める以外の必要な事項を定め

ることを目的とする 

(異動の届出) 

第 2 条 会員は，会則第 3 章，第 6 条の入会申込用紙の記載事項に変更があった場合は，すみやかにその

旨を書面にて会長に届け出なければならない。 
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(休会) 

第 3 条 会員は，次の場合には休会することができる。 

     (1) 留学又は休職の場合 

     (2) その他止むを得ない理由により本会が認めた場合 

   2     休会の効力は，会員からの書面による届け出により発生し，復会の届け出により消滅する。 

   3     休会の期間は最長 2 年間とする。休会の期間が 2 年をこえる場合には，その時点において書面に

よる延長の届け出をするものとする。この場合において，延長は 1 年毎に行うものとする。 

   4     休会者については，会費の納入を免除し，会誌の配付，会員履歴，選挙権の行使等の会員資格を

停止する。ただし，会計年度途中における休会および復会の場合，当該年度の会費を納入するも

のとする 

(会員資格の喪失の時期) 

第 4 条 会則第 3 章，第 8 条の会員資格の喪失の時期は，退会届を本会が受理した日とし，幹事会の承認

を得て確定する。 

(退会の届出) 

第 5 条 本細則第 3 条の規定により休会の届け出をした場合において，2 年をこえても休会延長の届け出

がない場合には，その日をもって退会の届け出があったものとみなす。 

 

平成 22 年 3 月 12 日 制定 
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